
○計画の期間
２００６年度から概ね５か年

ＧＩＳアクションプログラム２０１０（案）について

○計画の策定主体
測位・地理情報システム等推進会議（議長：内閣官房副長官補）

（参考）ＧＩＳ政策の経緯とこれまでの成果

○平成７年、阪神・淡路大震災を契機として、ＧＩＳ関係省庁連絡会議を設置
○これまでの主な成果
・数値地図25000、数値地図2500の整備

・電子地図の取扱いを可能とする不動産登記法の改正
・統合型ＧＩＳに関する地方交付税措置制度の創設・拡充
・関係府省の２１件のウェブＧＩＳサイトの開設 等が実現

○平成17年、衛星測位の政策と連携するため、測位・地理情報システム等推進
会議に改組
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これまでの地図データ整備に関する課題

地図の誤差、図面間の不整合により地図データが重ならない

地図データの共用が十分になされておらず、地図整備の重複投資がある

地籍調査が進捗していない

○行政目的ごとに独自に地図を作成しており、地図データの共用が十分になされず、重複投資がある。

○行政が日常業務で行っている測量成果を、他の地図の整備の更新に利用する技術や仕組みが確立して
いない。

○地籍調査の進捗率は全国47％、特に都市部（人口集中地区：
約12,300k㎡）は19％。（2006年3月末）

○地籍調査未実施地区では、明治時代に作成された不正確な
公図が、地図に準ずる図面として 登記所で用いられており、現

況が正確に把握できていない。
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○地図は、その種類（縮尺、用途）によって、その作成段階の測量における要
求精度（許容誤差）が異なっており、それぞれの測量によって得られた座標値
は必ずしも一致しない。

○特に、大縮尺地図の場合は、ほとんどが自治体ごとに測量される関係上、市
町村境界でズレが生じ、データが一致しないことが多い。 緑線：A市の図

黄緑線：B市の図

道路のズレ



ＧＩＳアクションプログラム２０１０（案）の主な施策（１）

●基盤地図情報の要求精度、品質確保の仕組み
等の基準・ルールを2007年度なかばまでに策定

●公共測量作業規程準則の2007年度中の改定

基盤地図情報の整備・更新

基盤地図情報整備の基準・ルールの策定

効
果

●都市計画、固定資産税、下水道管理、道路管理などの各業務で作成している地図から、
基盤地図情報を抽出し、共用する

●各業務では、基盤地図情報を活用し、各業務固有のデータだけを整備し、地図整備を効
率的に行う

●共通の基盤地図情報をベースにするため、各業務固有のデータも重ね合わせができ、情
報の共有化が可能となる
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基盤地図情報とは

道路

基準点
河川

基盤地図情報

・基準点、海岸線や道路、標高などの骨格的地
図データ

・官民の多様な主体が共通に使えるデータとなる
・また、他の地理空間情報の位置の基準となる



ＧＩＳアクションプログラム２０１０（案）の主な施策（２）

個人情報保護、データの二次利用、国の安全に及ぼす影響への配慮

個人情報保護

データの二次利用

国の安全に及ぼす影響への配慮

地理空間情報の活用に際しての個人情報の取扱に関する具体的な判断指針とな
るガイドラインの策定
・地理空間情報のうち個人情報に該当する範囲
・個人情報に該当する地理空間情報を扱う際に必要となる、実務上の加工処置や提供制限な
どの措置

地理空間情報の二次利用の許諾の考え方や著作権等の処理の方法についての標
準となるガイドラインを策定

○例えば、重要な施設の詳細が公開されている情報を超えて明らかとなるような画
像情報については、国の安全の観点から提供に一定の配慮が必要。

○地理空間情報の流通が国の安全に及ぼす影響や国の安全にかかわる地理空
間情報の管理について、調査検討を行う
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都市計画基本図などの公共測量成果を自治体等から収集

市町村境界での接合を行い、シームレスな基盤地図情報を整備

国土地理院からワンストップで提供

（基盤地図情報を原則としてインターネットで無償で提供）

測量成果の複製・使用手続きの合理化

測量法改正案（第１６６国会に
提出）

ＧＩＳアクションプログラム２０１０（案）の主な施策（３）

基盤地図情報提供のワンストップサービス（国土地理院）

国、地方公共団体、民間等での利用促進
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今後の地籍整備の方針今後の地籍整備の方針
①極めて精度が高い「地図に準ずる図面」
→地籍調査を経ずに簡易な手法で登記所備付地図にする

②現況と一定程度一致する「地図に準ずる図面」
→土地活用促進調査を実施するほか、市区町に地籍調査の
実施を強力に働きかける

③土地の並び順も含め大きく現況と異なる「地図に準ずる図面」
→地籍調査や法務省の登記所備付地図作成作業を行う

・筆界特定制度（2005年度導入）や裁判外紛争解決制度（ＡＤ

Ｒ）を活用して地籍の明確化を推進

都市再生街区基本調査の実施都市再生街区基本調査の実施（ 2004～2006年度、国土交通省）
人口集中地区のうち地籍調査未実施の地区（721市区町。約10,100k㎡）で、地籍調査を実施するための

基礎的条件を整備。
・街区基準点（200ｍ間隔）の設置 ・街区角の位置の測量
・境界関連資料の収集、データベース化 ・地図に準ずる図面の電子化

登記所備付地図等の電子化登記所備付地図等の電子化
法務省は2010年度までに登記

所備付地図と「地図に準ずる図面」
を電子化

ＧＩＳアクションプログラム２０１０（案）の主な施策（４）

地籍図・登記所備付地図の整備の推進

6基盤地図情報の整備
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電子申請

申請

①行政の効率化・高度化

平常時

避難所A

避難所B

水位計

雨量計

豪雨1時間後

水位計

雨量計

避難所A

避難所B

豪雨2時間後

水位計

雨量計

避難所A

避難所B

目指すべき地理空間情報を活用した社会の姿
～「地理空間情報高度活用社会」の実現～

④国土の利用、整備、保全③産業・サービスの発展・創出

②国民生活の利便性の向上

・地図の共有

→行政の効率化及び経
費削減

・地図を使った電子申請が
可能

→申請側と受付側の業務
の効率化

・国民が知りたい情報を知りた
いときに分かりやすく容易に入
手可能

・ハザードマップ

・ヒヤリ・ハットマップ

・公共施設・医療機関・店舗など
の情報

・都市計画規制の内容などの行
政情報

・配送中の荷物の位置をリアルタイム
で通知するサービス

・中心市街地における顧客分布や買
い物客の移動パターンの分析等によ
り新たな需要を発見 など

・国土の利用、整備及び保全に
関する計画の策定や、公共施設
の維持・管理などに利用

・災害予測、災害状況の把握、
復旧・復興の取組支援
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